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Ⅰ　はじめに

1　ABLの意義

ABL（Asset-Based Lending）とは、売掛債権や在庫動産などの流動資産を担保

として融資を行う構想である1）。従来、このような流動性の高い資産を担保に供

する取引は消極的な担保として位置づけられてきた。すなわち、資金繰りに窮し

た企業が担保として提供する資産がない場合の「最後の手段」として、あるいは、

抵当権をはじめとする他の担保の回収が危ぶまれる事態に陥った際に、「既存融

資の保全強化」として、運用されることが通常であった。そのため、担保権者は

実行時の担保価値を重視し、債務者の事業活動に関心を寄せることは多くなかっ

た2）。

しかし、近年はこの ABLの取引の需要が高まっている。なぜだろうか。その

理由は企業の資金調達の特性にある。一般に、企業の資金調達というと、社債や

新株発行による資金調達が想起される。ところが、社債や新株発行による資金調

達には一定の事業規模を必要とするところ、我が国の企業の 9割以上は中小企

業3）であり、これらの資金調達は現実的ではないのである。そのため、そのよう

な中小企業の事業者としては、不動産を担保とした銀行融資に資金調達の大部分

を頼らざるを得ない。もっとも、担保に供する不動産は多くの場合限られており、

十分に新規融資の引き当てを確保することができないのが現状である4）。

そこで、不動産以外を引き当てとした資金調達の手段として、売掛代金等の債

権と在庫等の動産を担保として運用する試みが求められているのである。このよ

うな試みは、不動産資産に乏しい企業にとって、資金調達の機会拡大になるだけ

でなく、担保に供するに十分な不動産資産を持つような企業にとっても、既存の

資金調達に ABLを組み合わせた、より柔軟かつ効率的な資金調達の可能性を生

む点で、大いに意義がある。

2　ABLの課題と在庫担保取引

在庫商品を目的物とする集合動産譲渡担保権は ABLの中核を成すものであり、

経済活動を活性化するために必要不可欠であることを述べてきた。しかしながら、

我が国において、そのような在庫担保取引は諸外国に比べて必ずしも活発である

とは言えない5）。民法にも詳細な定めがないという制度的不備に加えて、判例法
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理も十分に確立されたとは言えない現状がこの担保を「使いにくく」しているの

だ。すなわち、集合動産譲渡担保は設定者に担保目的物の中途処分権を認めると

いう性質から、担保価値を毀損されやすいという特徴があるため、設定者に担保

価値維持義務を認める必要があるが、その内容及び同義務違反の要件・効果は判

然としない。そのため、債権者にとっては債権回収の実効性が確実とは言えず、

設定者にとっては目的物の可処分範囲が不明確で自由な営業活動の足かせになっ

てしまうということである。

そこで、本稿では集合動産譲渡担保に焦点を当て、「担保権者の債権回収の実

効性」と「設定者の営業活動の自由」を両立した、優れた法制度を提案すること

を目的とし、（ 1）担保価値維持義務の内容：債務者に処分が許されている「通

常の営業の範囲」の内容の確定、（ 2）物上代位の可否・性質：売掛代金債権を

物上代位することは許されるのかを論じていく。次章ではまず、これらの前提と

して、譲渡担保の法的性質を説明する。

Ⅱ　動産譲渡担保の法的性質

譲渡担保は目的物の使用・収益の権利を設定者に留保できること、動産譲渡担

保の対抗要件が占有改定による引渡しで足りることから、質権に比して広い範囲

で使われている。しかしその反面、担保設定者に対して過大な処分をもたらす可

能性がある。設定者への弊害を防ぐため、判例の論理構成が変遷してきた。以下

でその流れを詳説する。

1　譲渡担保の法律構成

譲渡担保をめぐり、所有権的構成と担保的構成という 2つの論理構成が対立し

ている。所有権的構成とは、所有権移転の形式を重視し、目的物の所有権は譲渡

担保権者に完全に移転しており、設定者は目的物を使用・収益する債権的な権利

のみを有する、という考え方である。この考え方は、清算は不要であるとする考

え方や、譲渡担保権者が担保目的物を弁済期到来前に悪意者に譲渡した場合も、

譲渡を有効とする考え方と親和性があるため、批判的な学説も多い6）。

一方、担保的構成とは、譲渡担保が債権担保を目的としているにすぎないこと

を重視して、譲渡担保権者を完全な所有権者とせず、設定者にも目的物について

何らかの物権が帰属していると解するものである。判例は近年では、譲渡担保設



26　法律学研究61号（2019）

定者の保護を図るため、また、形式・論理より実質・機能を重視するという利益

考量論の高まりにも後押しされ、担保的構成に近づいている。例えば、昭和57年

判決においても、「譲渡担保は、債権担保のために目的物件の所有権を移転する

ものであるが、右所有権移転の効力は債権担保の目的を達するのに必要な範囲内

においてのみ認められるのであつて……」と判示されている。このことは、所有

権的構成をとりながら、担保的構成に近づく解釈をとっていると解することがで

きる。この判断がのちの最高裁判例でも繰り返されていることから、判例法理と

して確立したと言えるだろう。

2　集合動産譲渡担保の法律構成

集合動産譲渡担保の法律構成をめぐり、分析論と集合物論という 2つの理論構

成がある。前者は、集合動産の譲渡担保を個々の動産の上に成立する個別的譲渡

担保の単なる集合にすぎないとするものであり、後者は経済取引上単一とみるこ

とのできる「集合物」という物概念を物権の対象として肯定して、この集合物事

体に譲渡担保が成立するというものである。前者の分析論の根拠としては、個々

の動産が集合体に入ることを停止条件として譲渡担保の目的物となり、出ること

を解除条件として譲渡担保の目的物ではなくなるという契約が存在するととらえ

得ること、通常の動産譲渡担保一般の問題に解消して説明できることである。こ

の論理に対し、技巧的に過ぎ、当事者の意思にも合致していないとの批判がある。

一方、後者の集合物論は上の批判を解消でき、判例で用いられている論理である。

具体的には、昭和54年判決7）において「構成部分の変動する集合動産について

も、その種類、所在場所及び量的範囲を指定するなどなんらかの方法で目的物の

範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうるもの

と解するのが相当である」として、一般論として集合物論を採ることを明らかに

し、昭和62年判決8）においては、昭和54年の判決を踏襲し、具体的事実の下でも

集合物論を採ることを明らかにしている9）。

その後、平成18年判決10）では、「譲渡担保設定者には、その通常の営業の範囲

内で、譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されており、通常の

営業の範囲11）内で処分された動産については譲渡担保の効力の及ばないものと

して、処分の相手方は動産の所有権を取得することができる」とし、他方で、「通

常の営業の範囲を超える売却処分をした場合、当該譲渡担保の目的である集合物

から離脱したと認められる場合でない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権
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を承継取得することはできない」と判示した。つまり、通常の営業の範囲内で処

分が行われた動産については譲渡担保の効力が及ばず、通常の営業の範囲を超え

て処分が行われた動産については効力が及ぶとしたのだ。この判決については、

通常の営業の範囲内の処分によって譲渡担保の効力が及ばなくなる根拠が示され

ていない点、通常の営業の範囲外の処分であっても処分の相手方が目的物を承継

取得する可能性を示唆している点で、平成18年判決の結論は様々な解釈が可能で

あったため、「集合動産譲渡担保権は目的とされた集合物を組成する個々の動産

に対していかなる効力を及ぼしているか」という根本的な問題についての議論に

決着はつかなかった12）。その後、平成22年判決13）では、「構成部分の変動する集

合動産を目的とする集合物譲渡担保権は、譲渡担保権者において譲渡担保の目的

である集合動産を構成するに至った動産の価値を担保として把握するものであ

る」とし、譲渡担保の構成個別物も物権の対象となることが示された。なお、こ

の表現については、「個々の動産」とまでは言っておらず、集合物自体を指すと

いう含意があると解することができる。このことから、判例は集合物論の中でも、

集合物自体とそれを構成する物の双方に譲渡担保の効力が及ぶ説を採っているこ

とが明らかになる。

以下の章では、これらの判例の解釈を踏まえて、立法内容を検討していく。

Ⅲ　担保価値維持義務

立法内容を検討していくにあたり、初めに、集合動産譲渡担保がどのような効

力を持つのかを検討する必要がある。そこで、まず初めに集合動産譲渡担保の価

値支配を実現するために重要な位置を占める担保価値維持義務の発生という効力

につき、認められるに至った経緯や内容、その範囲の確定について考察する。

1　担保価値維持義務とは

担保権一般につき、抵当権をはじめとする担保設定者に目的物の占有または使

用・収益権が留保されるような担保権においては、設定者が担保価値を毀損する

危険性がある。そのため、このような形態の担保における債権者が担保の実効性

を確保するためには、設定者は担保目的物の交換価値を維持しなければならない

義務を負うと解すべきである。このような担保価値維持義務は学説では広く認め

られつつある14）。



28　法律学研究61号（2019）

では、判例法理はどのような経緯をたどっているのだろうか。抵当権者の担保

価値維持請求は、平成11年判決15）において、「第三者が抵当不動産を不法占有す

ることにより、競売手続きの進行が害され適正な価額よりも売却価額が下落する

恐れがあるなど、抵当不動産の交換価値が妨げられ抵当権者の優先弁済権の行使

が困難となるような状態があるときは……抵当権の効力として、抵当権者は、抵

当不動産の所有者に対し、その有する権利を適切に行使するなどして右状態を是

正し抵当不動産を適切に維持又は保存するよう求める請求権を有するというべき

である」として認められた。また、質権についても、平成18年判決16）において、

「債権が質権の目的物とされた場合において、質権設定者は、質権者に対し、当

該債権の担保価値を維持すべき義務を負い、債権の放棄、免除、相殺、更改等当

該債権を消滅、変更させる一切の行為その他債権の担保価値を害するような行為

を行うことは、同義務に違反するものとして許されない」として、認められるに

至っている。

2　集合動産譲渡担保における担保価値維持義務

（ 1） 担保価値維持義務の要否

では、集合動産譲渡担保における、担保価値維持義務は認められるのだろうか。

集合動産譲渡担保について、担保価値維持義務が認められることを判示した例は

存在しないが、集合動産譲渡担保は非占有担保であり、担保価値を減少させるよ

うな行為を防止する必要性がある。また、集合動産譲渡担保が、抵当権や質権と

同様に担保対象資産の交換価値を把握しているとされることに鑑みると、集合動

産譲渡担保についても担保価値維持義務を認めるべきである。

また、平成18年判決17）では、「構成部分の変動する集合動産を目的とする譲渡

担保においては、集合物の内容が譲渡担保設定者の営業活動を通じて当然に変更

されることが予定されているのであるから、譲渡担保設定者には、その通常の営

業の範囲内で、譲渡担保の目的を構成する動産を処分する権限が付与されて」い

るとして、設定者の中途処分権を認めた。これにより、設定者は一定の範囲で処

分権限を得たことになるが、一方で、その処分は担保目的物が補充されることに

よって、担保価値を維持することを前提としている。このことから、集合動産譲

渡担保においては、担保目的物の価値を減少させる行為をしてはならないという

不作為義務だけでなく、担保目的物を補充する作為義務といった、より積極的な

担保価値維持義務が認められる必要があると考えられる。
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しかし、以上のように集合動産譲渡担保において担保価値維持義務は集合動産

譲渡担保を円滑に行うための重要な義務であるにもかかわらず、その要件・違反

の効果は未だ明確に規定されていない。そのため、担保価値維持義務を明文化し

定める必要があるだろう。

（ 2） 担保価値維持義務の内容

集合動産譲渡担保における担保価値維持義務の内容は、性質上動産の処分が許

されるという設定者の中途処分権と、その裏返しである補充義務であることは上

記の通りである。では、中途処分権はどの範囲で担保権設定者に認められている

ものなのか。これについては、平成18年判決において、「対抗要件を備えた集合

動産譲渡担保の設定者が目的動産につき通常の営業の範囲を超えるかたちでの処

分を行った場合、上記権限に基づく処分とは言えないから、この場合は当該処分

の相手方は確定的な所有権を承継取得することはできないと解すべきである」と

述べられている。これは、「通常の営業の範囲」を超えれば処分権外の行為であ

るという規範を示すものであると解される。

他方、処分権が認められていることの裏返しとも言うべき補充義務を具体的に

定める際にも、「通常の営業の範囲」で補充すると規定されることが考えられ

る18）。このことから、中途処分が認められる範囲及び補充義務の範囲という２つ

の側面で「通常の営業の範囲」がどのように確定されるかが問題となる。

3　通常の営業の範囲

（ 1） 範囲確定の困難さ

では、「通常の営業の範囲」という文言はどのような範囲を指すのか。平成18

年判決においては、「通常の営業の範囲」については客観的に判断することを前

提としており、その具体的要件としては、設定者の営業活動の様態、譲渡担保設

定契約の解釈、処分行為の反復継続性の有無、処分後における目的物の補充19）、

譲渡担保権者の優先的満足を害するおそれの有無20）、などが考えられるとの見解

がある。しかし、これらの基準によって容易に判断し得ない場合も多く考えられ、

実際に設定者が目的物を処分する段階で、客観的に通常の営業の範囲内か否かを

判断することは実質的には困難であろう。

では、当事者間の合意によって「通常の営業の範囲」を確定することは許され

ないのか。まず、補充義務の内容を決定する際、営業の継続の中で個々の動産が
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流動し入れ替わることを前提としている以上品目や数を具体的に定めることは現

実的ではないため、「通常の営業の範囲」を基準として決定されることになるで

あろう。この場面における補充義務の内容は第三者への影響がないため、当事者

間で比較的自由に決定することは許されると考えられる21）。次に通常の営業の範

囲が問題となるのは、目的動産の保管場所の定めについてである。詐害的な搬出

を防ぐため厳格化する必要があるとも思われるが、営業の継続の中で定められた

保管場所から移動させる必要は避けられない。そこでここでもやはり「通常の営

業の範囲内」であれば搬出可能とするような約定が定められることとなるであろ

う。保管場所についても、補充義務の内容と同様に当事者以外への直接の影響は

生じないため、当事者間の約定で定めることは許されると考えられる22）。

（ 2） 第三者保護の必要性

一方で、中途処分権の範囲という側面では、通常の営業の範囲は処分先の第三

者の所有権取得の可否に密接に関係している。平成18年判決でも、「通常の営業

の範囲」概念はそれを超えた場合に第三者が所有権を取得できるか、という点に

ついて判示している。このことから、第三者保護も必要であると言える。実際こ

れまでの判例・学説では、通常の営業の範囲内である処分は有効で、第三者は確

定的な所有権を得るということに異論はみられないものの、処分権限を超えた処

分行為がなされた場合に目的動産の所有権は誰に帰属するのかについては説が分

かれており、明確ではない23）。この点につき、搬出された動産に担保権の効力が

及んでいるのかという点、及び権限外の処分がなされた場合にその処分は有効な

のか否かという二点が問題となる。学説上は様々な見解が採られており、集合動

産譲渡担保の理論構成をどのように考えるかにより結論が異なっている。

まず動産が搬出されれば直ちに担保の効力から免れると言えるかどうかについ

ては、集合動産譲渡担保の効力が集合物に対してのみ及んでいると考えるのか、

集合物に加え個々の動産の上にまでも及んでいると解するのかにより見解が分か

れる。集合物の上にのみ及んでいるとすれば、集合物から搬出された時点で効力

の外にあることになるのであるから、当然担保の効力は及ばなくなる。この考え

方を採った場合、担保としての集合動産譲渡担保の実効性が弱まり、担保権者を

害する結果となる危険性について留意する必要があるだろう24）。一方で集合物の

みならずそれを構成する個々の動産についても担保権が及ぶという構成を採れば、

搬出されたからといって直ちに効力が及ばなくなるものではないということにな
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る。

また、営業の範囲外の処分が有効であるのか否かについても説が分かれている。

原則無効と考える説では、第三者が即時取得をする余地があるとしている25）。有

効とする立場では、担保権の負担付きで取得できるにすぎないが即時取得で調整

するという説26）、第三者が悪意の場合には補充がなければ担保権者に対抗できな

いとする説27）、第三者が悪意や有過失であるときは損害賠償責任を負うという

説28）、明認方法による対抗が可能だが第三者の即時取得が可能であるとする説29）、

第三者が悪意の場合や詐害の意思があった場合には担保権者は詐害行為取消権を

行使できるとする説30）などがある。

これらの点につき平成18年判決では一定の方向性が示された。集合動産譲渡担

保の効力がどの範囲に及ぶかについては、明確な言及はないものの、「当該譲渡

担保の目的物」という表現がみられることから集合動産譲渡担保の効力は集合物

自体のみに対して及んでいるという見解と親和性があると考えられる31）。その上

で、通常の営業の範囲内の処分であれば集合物から離脱する前であっても所有権

は第三者に移転すると判示した。通常の営業の範囲外の処分に関しては、搬出前

であれば担保権者の追及効が及び、承継取得できないとした。一方で搬出後は承

継取得の余地があるとしたが、承継取得は離脱により直ちに可能なのか、離脱す

ることは最低限の条件であり他に条件があるのかは明記されていない32）。しかし

集合物の上のみに担保権の効力が及ぶと考えているならば、搬出されれば効力を

免れ直ちに取得可能であると解していると考えられる。これに関して平成22年最

一小決33）では、集合物論について個々の動産にも効力が及ぶとする説を採って

いるとされており、平成18年判決で採られた説との相違がみられる。

このように、搬出された動産に担保権の効力が及んでいるのかという点、及び

権限外の処分がなされた場合にその処分は有効なのか否かという点について様々

な理論構成の学説が提唱され34）、判決においても明確な方向は定まっていないと

言えよう。これらは担保権者の価値支配の実現と第三者の取引安全とのバランス

の問題であり、どのような構成を採り、どこまで担保権設定者に権限を認めるか

は結局価値判断により決められるのではないだろうか。

（ 3） 物上代位による解決

以上のような、「通常の営業の範囲」の範囲が確定困難であるという問題及び

第三者保護の必要性という問題を解決する案として、担保権実行の手段とは別に、
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担保価値維持義務違反の効果として、売掛代金債権への物上代位の行使を認める

という手段が考えられる。第三者への処分は常に有効とすることで第三者保護を

図り、担保権者に一定範囲の物上代位を認めることで価値支配を実現するのだ。

ここにおいて「通常の営業の範囲」は、物上代位の行使要件としていずれにせよ

確定する必要があることから原則として客観的に確定されるとするものの、当事

者の合意があれば当事者間で定められるとするべきであろう。設定者の処分を完

全に認める以上当事者の合意があれば十分であると考えられる上、完全に客観的

に決するとすると物上代位の行使要件が不明確になってしまうからである。

4　担保価値維持義務違反の要件

では、物上代位の行使要件となる担保価値維持義務違反は、どの時点で認めら

れるとすべきだろうか。前述の「通常の営業の範囲」を超えて処分した時点で常

に担保価値維持義務違反となるのか、その時点では違反にならず後に補充がなさ

れなかった時点で初めて違反となるのかが問題となる。この点について、担保権

の迅速な実行という観点からは、通常の営業の範囲を超えて処分した時点で担保

価値維持義務違反を認めるのが合理的であろう。設定者が補充義務を果たさない

場合も十分に想定できるからである。しかし、在庫担保取引においては、通常の

営業の範囲を超えた処分であっても、当該処分によって利益を生むことが設定者

のみならず、債権者にとっても有益であることがあり得る。また、設定者が補充

義務を果たしたとすれば、債務者はあえて物上代位を行使する必要性も薄い。そ

こで、原則、通常の営業の範囲を超えた処分があった時点で、担保価値維持義務

違反を認定し、売掛代金債権に対する物上代位の行使を認めつつ、在庫の補充が

あれば、例外的に担保価値維持義務違反とならないと解することが合理的であろ

う。

Ⅳ　物上代位

本章ではまず、物上代位の性質について解説し、集合動産譲渡担保との関係を

論じた上で、立法内容を検討していく。

1　物上代位の性質

物上代位とは、目的物の売却・賃貸・滅失・損傷等により債務者が受ける金銭
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その他の価値代表物に対して権利を行使することである。一般に、担保権は優先

弁済的効力を有しており、債務の弁済が得られないときに、債務者が目的物を換

価した上で、他の債権者に先立って弁済を受けることができる。しかし、担保目

的物の価値が何らかの方法で現実化した場合、設定者側の価値自体に増減がない

反面、担保権者は損失を被る。このような場合に、当事者間の公平の観点から、

担保目的物の価値代表物に対しても担保権の効力を及ぼすことで、担保物権によ

る債権回収の確実性を確保することが、物上代位の意義である35）。

物上代位は民法第304条に、先取特権に付随する性質として認められており、

同条を準用する民法第372条により抵当権に、民法第350条により質権にも認めら

れている。では、集合動産譲渡担保についても、物上代位は認められるのだろう

か。

2　集合動産譲渡担保との関係

（ 1） 物上代位の可否

集合動産譲渡担保の性質として、物上代位は認められるのだろうか。これにつ

き、平成22年判決36）は、「構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡

担保権は、譲渡担保権者において譲渡担保の目的である集合動産を構成するに

至った動産の価値を担保として把握するものであるから、その効力は、目的動産

が滅失した場合にその損害をてん補するために譲渡担保権設定者に対して支払わ

れる損害保険金に係る請求権に及ぶと解するのが相当である。」として譲渡担保

が目的物の価値を把握するものであることを明示し、これを物上代位の根拠とし

ている。これにより、譲渡担保の目的動産の滅失における損害保険金債権に対す

る物上代位は認められ、それが集合動産譲渡担保においても妥当することが判例

上確立されたと言える。

（ 2） 物上代位の範囲

では、物上代位はどの範囲で行使することができるのだろうか。民法第304条

は先取特権につき、「目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受け

るべき金銭その他の物」に対して物上代位の行使を認めているが、集合動産譲渡

担保において、これに該当するすべての価値代表物に対し、物上代位を行使でき

るかどうかを判示した例は存在していない。判例37）においても、損害保険金に

対する物上代位の行使を認めているが、その他の価値代替物に対する物上代位の



34　法律学研究61号（2019）

可否については判断していない。そこで、集合動産譲渡担保において、いかなる

範囲で物上代位の行使を認めるべきか、集合動産譲渡担保と同様、設定者に使

用・収益権を留保する性質を持つ抵当権に関する判例を参照しつつ、検討するこ

とにする。

（a） 損害保険金・賠償金請求権

まず、損害保険金請求権については、抵当権において、古くから判例で認めら

れてきた。大審院の時代から、抵当権者が火災保険請求権につき物上代位を行使

したことを正当と認めた例38）が存在する。また、集合動産譲渡担保でも唯一判

例39）で物上代位が認められている。これは、集合動産譲渡担保の効力が、集合

物を構成する個々の個別動産に及ぶとすれば、個別動産の滅失が「通常の営業の

範囲」内の処分とは言えず、保険金債権が当該個別動産の価値代表物に妥当する

ことから導かれる結論であろう。とすれば、第三者の不法行為により、担保目的

物が滅失・毀損した場合の、目的物所有者の取得する損害賠償請求権についても、

担保目的物が損害保険金に転化した場合と同様に解すれば、物上代位の行使が認

められると解するのが相当であろう。なお損害賠償請求権に対する物上代位は、

抵当権においても当然の帰結として判例40）で認められている。

このことは集合動産譲渡担保の法律構成について、判例に近いと言われている、

集合物論を採りつつ、個別の動産に対しても担保権の効力が及ぶと考える立場と

親和性のある結論であると言える41）。

（b） 賃料債権

代金債権の場合と同じく、賃料債権についても集合動産譲渡担保権に基づく物

上代位の可否を判断した判例は存在しない。しかし、集合動産譲渡担保は中途処

分権という形で、設定者に使用・収益を委ねておく性質を持っており、賃料債権

は担保目的物の価値を直接代替するものではなく、担保目的物から派生した増加

価値としての性質を持つ。また、不動産に比べて担保目的物の賃料債権は少額で

あり、債権者が賃料債権に期待して、費用や手間のかかる物上代位を行う必要性

は乏しいと考えられる。とすれば、後述する代金債権の場合とは異なり、少なく

とも担保価値維持義務の効果としての物上代位を認めるのは困難であると考える。

もっとも、判例42）は、譲渡担保と同様に使用・収益権を設定者に留保する性

質を持つ抵当権において、抵当権には代替手段たる収益執行が認められているに

もかかわらず、①372条が、準用する304条に対し何らの制限を課していないこ

と43）、②抵当権は非占有担保であるが、抵当権のこのような性質は、先取特権と
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異なるものではないこと、③抵当権者に賃料債権の物上代位を認めたとしても、

抵当権設定者の目的物に対する使用を妨げることにはならず、民法372条の規定

に反してまで、賃料債権への物上代位を否定すべき理由はないこと44）、を理由に、

賃料債権に対する物上代位を認めている。とすれば、設定者に対してやや酷では

あるが、被担保債権の不履行等による、担保権の実行段階としての物上代位につ

いては、認められると考える。

なお、転貸賃料債権に対しても物上代位を行使し得るかという問題も存在する

が、判例45）は、抵当不動産の賃貸人が抵当不動産を転貸し、転借人に対して転

貸賃料債権を有する場合に、抵当権者はこの転貸賃料債権に物上代位することは

原則できない旨を判示している。したがって、集合動産譲渡担保においても、転

貸賃料債権にまでは物上代位の行使を認めるべきではないと解される。

（c） 売買代金債権・売掛代金債権

判例法上は、特定物の譲渡担保については、譲渡担保権に基づく売却代金への

物上代位は肯定されている46）。しかし、本判例が集合動産譲渡担保の場合にも妥

当するとは言い難く、学説上も、設定者が目的物に対する処分権限を有すること

を理由に、個別動産の売却による代金債権への譲渡担保の効力を原則として否定

すべきとする説が有力である47）。そのため、「通常の営業の範囲」を超えるよう

な処分が行われた場合に、債権者は売掛代金債権に物上代位を行使することはで

きず、直ちに担保権を実行に移す必要がある。

しかしながら、このような担保権の実行には 2つの問題がある。 1つ目は、実

行手続きの問題だ。すなわち、集合動産譲渡担保権を実行するためには、担保目

的物の占有を確保する必要があり、債権者は目的動産の占有確保のために、執行

官保管型の占有移転禁止の仮処分命令を申し立てるのが一般的であるが、この仮

処分は密行的に手続きを進めることが難しい上、執行官の人数不足により、迅速

な執行が困難なのである48）。 2つ目は、集合動産譲渡担保の性質による問題だ。

すなわち、事業収益を構成する財産を担保目的物とするような集合動産譲渡担保

の場合、担保権を実行しないことが、設定者の再建にとっても望ましく、優先弁

済確保にもつながる場合があるのである49）。

これらの事情から、実務上は集合動産譲渡担保と集合債権譲渡担保を併用する

ことで、売掛代金債権への優先的価値支配を確保する試みがなされている。しか

し、このように密接に関係する 2つの契約を別々に結ぶ場合、担保価値維持にか

かわる事項など、両担保の設定契約を相互に参照する必要性が生じ、極めて煩雑
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である。

そこで、これらの問題を解決する手段として、集合動産譲渡担保において、売

買代金債権・売掛代金債権への物上代位を認める内容を、立法提案として提言す

ることとする。もっとも、このような物上代位の行使が認められる時期はいつか、

というのは重要な問題であり、次項（ 3）で詳述することにする。

（ 3） 売掛代金債権に対する物上代位の行使時期

では、集合動産譲渡担保において、物上代位の行使が認められるとして、その

行使時期をいかに解すべきであろうか。平成22年決定50）は、「譲渡担保権設定者

が通常の営業を継続している場合には、目的動産の滅失により上記請求権が発生

したとしても、これに対して直ちに物上代位権を行使することができる旨が合意

されているなどの特段の事情がない限り、譲渡担保権者が当該請求権に対して物

上代位権を行使することは許されない」として、設定者が「通常の営業」を継続

している場合の物上代位を否定した。本判例は、通常の営業を継続している場合

の物上代位を原則として否定しているが、この判断は、物上代位の行使の可否の

基準を抽象的に述べるにとどめ、その解釈を今後に委ねたものと解される51）。

この点について、担保権は通常、被担保債権の債務不履行時に実行され、物上

代位が実行の手段の１つであることに鑑みると、物上代位の行使は、債務不履行

の有無が基準となると考えることもできる。しかし、集合動産譲渡担保はその性

質上、担保価値が毀損されやすく、被担保債権の債務不履行時には、実行による

優先弁済の確保が難しい場合も考えられる。また、先述のように、事業収益を構

成する財産を担保目的物とするような集合動産譲渡担保の場合、担保権を実行し

ないことが、設定者の再建にとっても望ましく、優先弁済確保にもつながる場合

があるのも事実である。とすれば、物上代位の行使時期を被担保債権の債務不履

行時に限定せず、設定者の担保価値維持義務違反が生じた時点で、売掛代金債権

にまで物上代位を行使できるような立法提案が有用であると考える。

（ 4） 売掛代金債権に対する物上代位の範囲

もっとも、このような立法提案においては、どの範囲の代金債権まで物上代位

の効力を及ぼすべきかが問題となる。仮に、「通常の営業の範囲」を「超えた分

だけ」物上代位ができると定めた場合、一見設定者に有利にも思えるが、「通常

の営業の範囲」を客観的に定めることが難しい以上、物上代位を行使できる範囲
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が不明瞭であり、かえって、設定者の自由な営業活動を阻害する恐れがある。そ

こで、「通常の営業の範囲」を超えた場合、被担保債権額を限度に、代金債権全

額に物上代位できる旨を定めることが有用であると考える。これは、設定者に酷

にも思えるが、客観的には「通常の営業の範囲」を超えた処分であっても物上代

位の行使要件を満たさない旨の当事者間の合意があれば、物上代位を行使できな

いと定めれば、設定者の保護は足りると考えた。このように、「通常の営業の範

囲」を当事者間の合意によって定めることの是非は本稿第Ⅲ章で述べたとおりで

ある。

Ⅴ　結　語

1　まとめ

前章まで、集合動産譲渡担保の現状とその問題点及び解決策について論じてき

た。そこで、立法提案に際して、今までの議論をまとめておく。

まず、担保権者の価値支配を実現するために不可欠な担保価値維持義務を明文

化する必要がある。具体的には、設定者は担保権の対象たる動産につき処分権を

持つものの、処分を行った場合には担保目的物と同種同等の物を補充する義務を

負うこととなる。しかし、補充義務が規定されるとしても、担保価値が毀損され

やすい集合動産譲渡担保においては、担保権の実効性が確保できないという問題

が残る。そこで、通常の営業の範囲を超えた場合は、売掛代金債権に対する物上

代位の行使を可能とした。ただし、設定者が補充義務を果たした場合は、物上代

位を行使する必要性は薄く、物上代位を認めないと定めた。また、設定者に担保

目的物の完全な処分権を認め、第三者との関係では処分は常に有効であり確定的

な所有権を取得できると規定することで、第三者の取引安全の保護を実現した。

これにより、「債権者の担保回収の実効性」と「設定者の営業活動の自由」を両

立することが可能となる。なお、抵当権においては民法372条により、民法304条

を準用するという形で物上代位が認められているが、本稿の集合動産譲渡担保に

関する立法提案においては、民法304条を準用するという形での立法とはしな

かった。なぜなら、本稿の立法提案は、①物上代位の行使時期、②通常の営業の

範囲を超えて目的物を処分した時点で物上代位を行使できるのは代金債権のみで

ある点、において民法304条と異なっており、民法304条を準用するという表現は、

かえって条文の解釈を困難にすると考えたからである。
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最後に、最終的な条文案を提示して本稿の結語に代える。

2　立法提案

集合動産譲渡担保に関する立法をなすに際しては、以下の 3か条を置くべきで

ある。

第 1条（集合動産譲渡担保）

この法律は、内容が変動する動産の集合体を目的物とし、債権者と目的物所有者

との間の譲渡担保設定契約によって設定される担保形態（集合動産譲渡担保）に

ついて適用される。

第 2条（担保価値維持義務）

1   集合動産譲渡担保の設定者は担保価値を維持しなければならない。

2   集合動産譲渡担保の設定者は担保目的物を構成する動産について、完全な処

分権を有する。ただし、設定者が目的物を処分した場合には、担保物記載された

ものと同種同等の物を補充する義務を負う。

第 3条（物上代位）

1   集合動産譲渡担保の設定者が通常の営業の範囲を超えて目的物を処分した場

合、担保権者は被担保債権額を限度として、担保目的物の代金債権全額に対して、

譲渡担保権を行使することができる。ただし、譲渡担保権者はその払渡しの前に

差押えをしなければならない。

2   前項の場合であっても、設定者が担保記載物と同種同等の物を直ちに補充し

た場合は、譲渡担保権の行使は認められない。

3   通常の営業の範囲の内容は、当事者間の合意がある場合は、その合意によっ

て決する。
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